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○用語解説 
用語 解説 

英 
数 
字 

ＡＩ 「Artificial Intelligence」の略。人工知能。 

ＤＸ 「Digital Transformation」の略。進化するデジタル技術によって
人々の生活をより良いものへと変革させるという概念。 

ＩＣＴ 「Information and Communication Technology」の略。情報通信
技術。通信技術を使い、ヒトやモノをつなぎ、情報を交換・伝達
すること。またその産業やサービスなどを指す。 

ＩＪＵ 人口還流現象（Ｉターン、Ｊターン、Ｕターン）のこと。故郷と
は別の地域に移住することをＩターン、都会へ移住した後、故郷
に近い地域に移住することをＪターン、都会へ移住した後、再び
生まれ育った故郷に移住することをＵターンという。 

Ｍａａｓ 「Mobility as a Service」の略。電車、バス、タクシーのような従
来の交通機関や次世代の交通モードがＩＣＴで切れ目なくつなが
り、移動手段・経路の選択から乗り換え、料金決済などを効率よ
く便利に行えるようにして、都市の移動を快適にしていく概念。 

Society5.0 狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会
（Society3.0）、情報社会（Society4.0）の次に到来する社会であ
り、サイバー空間と現実世界を高度に融合することで、経済発展
と社会的課題の解決を可能とする人間中心の社会。 

５Ｇ 第５世代の通信システムのこと。「超高速」だけでなく、遠隔地で
もロボットなどの操作をスムーズに行える「超低遅延」、多数の機
器が同時にネットワークにつながる「多数同時接続」といった特
⻑を持つ。 

あ 移動制約者 高齢者・障害者など、移動における様々な場面で安全な移動に困
難が生じる人のこと。また、自動車運転免許を持たない人など、
移動に関して何らかの制約を伴う人のことをいう。 

ウォーカブルなま
ちづくり 

人中心の豊かな生活を実現する新たな時代のまちづくりの方向性
であり、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」づくりのこと。な
お、大野市は国から「ウォーカブル推進都市」の採択を受けてい
る。 

大野市屋外広告物
条例 

大野市の良好な景観の保全を目的とし定められた条例。大野市の
特性に合わせたきめ細やかな規制を行うため、大野市独自の基準
を定めている。 

大野市景観計画 古くから取り組んできた大野市独自の景観形成に対する考え方を
継承し、より発展させるため、景観法に基づいて大野市が策定し
た景観行政の基本的な計画。 

オープンスペース 公園・広場・河川・農地など、建物によって覆われていない土地
あるいは敷地内の空き地を総称していう。 

か 街区公園 もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公
園。誘致距離 250m の範囲内で１箇所当たり面積 0.25ha を標準と
して配置する。 
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用語 解説 
 環境基本計画 環境の保全に関する施策の基本的方向を示す計画。 

大野市では、良好な環境の保全および創造を目指し、市・市⺠・
事業者がそれぞれの責務を果たすとともに、互いに協力し合い、
総合的かつ計画的に施策を推進していくことを目的としている。 

グリーンインフラ 社会資本整備や土地利用などのハード・ソフト両面において、自
然環境が有する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観
形成、気温上昇の抑制など）を活用し、持続可能で魅力ある国土
づくりや地域づくりを進める取り組み。 

景観形成地区 大野市の中でも重点的に景観形成を図る必要があるとして市⻑が
指定した地区。七間通り地区、五番通り地区、寺町通り地区の３
地区を指定している。 

景観法 景観に関する総合的な法律。良好な景観形成を図るため、基本理
念および行政・事業者・住⺠などの責務が明確化され、景観計画
の策定、景観計画区域、景観地区などにおける良好な景観の形成
のための規制などを定めている。 

健幸 「健康」＋「幸福」の造語で、身体面の健康だけでなく、人々が
生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を送れることを意味す
る。 

建築協定 地域の住環境などを維持、向上させるため、地域住⺠らが自主的
に建築物の用途や敷地、形態などに関する基準を協定する、建築
基準法に基づく制度のこと。 

コワーキングスペ
ース 

様々な業種・世代の人たちが同じ空間を共有しながら働くことが
できる場所。 

コンパクト・プラ
ス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市において、地域の活力
を維持するとともに、医療・福祉・商業などの生活機能を確保
し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、
コンパクトなまちづくりを進めること。 

さ サイクルツーリズ
ム 

国内外からの旅行者に対する新たな体験型観光として、サイクリ
ングと観光を組み合わせたもの。 

サテライトオフィ
ス 

企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこ
と。本拠を中心としてみた時に衛星（サテライト）のように存在
するオフィスとの意から命名された。 

持続可能な開発の
ための 2030 アジ
ェンダ 

2015 年 9 月 25 日の国連総会で採択された国際社会共通の目標・
行動計画のこと。国連が向こう 15 年間（2030 年まで）の新たな
持続可能な開発の指針として策定した。 

浚渫 河川や沼の底の土砂やヘドロを取り除くこと。洪水などによる災
害防止、水質改善を目的とする。 

水源涵養 森林などにおいて、土壌に雨水を貯留し、ゆっくりと流出させる
ことで、河川に流れる水量を安定させる機能のほか、雨水が土壌
に浸透・通過することにより水質を浄化する機能。 

スノーシェッド 山間部の道路や線路などを覆うように建てられた、雪崩を避ける
ための設備。 
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用語 解説 
スマート農業 ロボット技術やＩＣＴを活用して、省力化・精密化や高品質生産

の実現を推進する新たな農業のこと。 
ゼロカーボンシテ
ィ 

環境省が呼びかけている取り組みで、「2050 年に CO2（二酸化炭
素）を実質ゼロにすることを目指す旨を⾸⻑自らが⼜は地方自治
体として公表された地方自治体」のこと。 

総合公園 都市住⺠全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動など総合的な利用
に供することを目的とする公園。都市規模に応じ１箇所当たり面
積 10〜50ha を標準として配置する。 

た 第六次大野市総合
計画 

第六次大野市総合計画は、市の将来を展望し、まちづくりの目標
と方向性を示すものであり、市⺠や各種団体などが主体的にまち
づくりに取り組む上での指針であるとともに、国や県などとの連
携を図るための指針となるもので、「基本構想」と「基本計画」で
構成されている。 

脱炭素型社会 地球温暖化を防ぐため、二酸化炭素などの温暖化の原因の一つと
言われる温室効果ガスの人為的な排出量と吸収量との均衡を達成
する社会。石油などの化石燃料に過度に頼らず、自然・再生可能
エネルギーを活用し、大量生産・大量消費社会から循環型社会へ
の実現を目指す。 

地域地区 土地の自然的条件や土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工
業その他の用途を適正に配分することによって、都市機能を維持
増進するとともに、適正な都市環境を保持するために定める地
区。大野市が定めている地域地区には、「用途地域」や「準防火地
域」などがある。 

地区計画 それぞれの地区の特性に応じて、良好な環境の形成を図るために
必要なルールを定める地区レベルの都市計画。建築物の用途や敷
地規模、建ぺい率・容積率、高さなどを定め、建築行為や開発行
為を規制、誘導することができる。 

特定用途制限地域 都市計画法に定められた地域地区の一つで、都市計画区域のうち
用途地域が定められていない区域において、大規模な店舗などの
建築を制限する。大野市では、用途地域を除く区域において下記
に該当する建築物を制限している。 
 
 
 
 
 
 

 
規模 床面積 3,000 ㎡を超える建築物 

用途 

劇場、映画館、演芸場、観覧場（客席のある体育館、スタ
ジアム）、店舗、飲食店、展示場、遊技場（マージャン屋・
ぱちんこ屋・ゲームセンター・アミューズメント施設・大
規模テーマパーク・カラオケボックスなど）、勝馬投票券発
売所、場外車券売場、その他これらに類するもの 
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用語 解説 
特別用途地区 都市計画法に定められた地域地区の一つで、用途地域内の特定の

地区を対象に、当該地区の特性に相応しい土地利用の増進や環境
の保全を目的として、建築物の建築を制限する。大野市では、工
業地域および準工業地域を対象に、下記に該当する建築物を制限
している。 
 
 
 
 

 
都市計画基礎調査 都道府県が都市計画区域においておおむね５年ごとに行う、人口

規模、産業分類別の就業人口、市街地の面積、土地利用、交通量
などの現況および将来の見通しに関する調査。 

都市計画区域 人口・土地利用・交通量などの動き、都市の発展の見通し、地形
などからみて、一体の都市として 総合的に整備・開発・保全する
必要がある区域のこと。大野市では、5,251ha を都市計画区域に
指定している。 

都市計画区域マス
タープラン 

都道府県が広域的な観点から都市計画区域の整備・開発および保
全の方針について定めるもので、都市計画区域ごとに、その都市
の⻑期的なビジョンを明確にするとともに、都市計画の基本的な
方針を定める。 

都市計画道路 都市計画法に定められた都市施設の一つで、都市計画として整備
することが定められた道路のこと。 

都市計画法 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画の内容お
よびその決定手続、都市景観制限、都市計画事業その他都市計画
に関し必要な事項を定めた法律。 

都市公園 都市計画法に基づき、国や地方公共団体が設置した公園・緑地。
良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上な
ど、多様な機能を有する。 

都市施設 都市計画法に定められた、道路、公園、下水道などの、都市生活
を営む上で必要となる施設のこと。 

な 二地域居住 都市住⺠が、多様なライフスタイルを実現するための手段の一つ
として、農山漁村などにおいて、中⻑期、定期的・反復的に滞在
することにより、複数の生活拠点を持つこと。 

ニューノーマル 「New（新しいこと）」と「Normal（正常、標準、常態）」を合わ
せた造語で、社会に大きな変化が起こり、変化が起こる以前とは
同じ姿に戻ることができず、新たな常識が定着すること。現在で
は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、ソーシャルディスタン
スを保つこと、テレワークなどの働き方の変化など、With コロ
ナ・After コロナの時代に対応した生活様式が求められている。 

 
規模 床面積 5,000 ㎡を超える建築物 

用途 

劇場、映画館、演芸場、観覧場（客席のある体育館、スタ
ジアム）、店舗、飲食店、展示場、遊技場（マージャン屋・
ぱちんこ屋・ゲームセンター・アミューズメント施設・大
規模テーマパーク・カラオケボックスなど）、勝馬投票券発
売所、場外車券売場、その他これらに類するもの 
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用語 解説 
は バイオマス 枯渇性資源ではない、生物起源の産業資源のこと。バイオマス・

ニッポン総合戦略では「再生可能な、生物由来の有機性資源で化
石資源を除いたもの」と定義されている。 

ハザードマップ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想
定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表
示した地図のこと。 

パブリックコメン
ト 

市⺠の意見を重要な計画や政策の⽴案に反映させるための一連の
手続きのこと。市の基本的な政策や計画などの策定に当たり、そ
の趣旨や目的、案の内容など必要な事項を市⺠に公表し、意見を
募集する。市は提出された意見を参考に意志決定を行った後、意
見と意見に対する市の考え方などを公表する。 

バリアフリー 障害者や高齢者などの日常生活や社会生活における物理的、心理
的情報に関する障害（バリア）を取り除くこと。 

ヒートアイランド 都市域において、人工物の増加、地表面のコンクリートやアスフ
ァルトによる被覆の増加、それに伴う自然的な土地の被覆の減
少、さらに冷暖房などの人工排熱の増加により、地表面の熱収支
バランスが変化し、都心域の気温が郊外に比べて高くなる現象。 

風致公園 主として風致を享受することを目的とする公園で、樹林地、水辺
地などの自然条件に応じ適切に配置する。 

ブロードバンド FTTH、DSL、ケーブルインターネットをはじめとした高速・超高
速通信を可能とする回線。 

ま 真名川水辺の楽校 「ふるさとの川、真名川の魅力ある水辺の復元」を目的として、
下流域の南新在家・土布子地係の河川敷に、自然体験や学習がで
きる場として整備した施設。 

緑の基本計画 市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像、目
標、施策などを位置付けた基本計画。これにより、緑地の保全や
緑化の推進を総合的、計画的に実施することができる。 

や ユニバーサルデザ
イン 

「全ての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無など
にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境を
デザインすること。 

用途地域 都市計画法に定められた地域地区の一つで、土地の合理的な利用
や、市街地の環境の整備、都市機能の向上などを目的として、建
築物の建築を用途や容積などにより規制誘導する区域のこと。大
野市では、642.4ha を用途地域に指定している。 

ら ⽴地適正化計画 市町村が都市全体の観点から、居住や必要な都市機能を適正に誘
導することにより、人口減少・高齢化社会に対応したコンパクト
なまちづくりと公共交通の再編を図り、持続可能な都市づくりを
推進していくための計画。 

流域治水 気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化などを踏まえ、堤
防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとと
もに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川な
どの氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関わるあ
らゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方。 
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用語 解説 
緑地 環境の保全や公害の緩和、災害の防止、景観の向上、緑道として

の利用などを目的とする、自然的環境を備えた公共空地のこと。 
ロボティクス ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学のこと。 

わ ワンストップ拠点 様々なサービスを一箇所でまとめて受けることができる環境、場
所のこと。 
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○大野市都市マスタープラン見直しのためのアンケート調査結果 
１.アンケート調査の概要 
（１）調査目的 
 大野市域を対象として、大野市の都市づくりに関して「将来のまちづくり」、「インター

チェンジ周辺の土地利用」、「まちづくりへの参加」などについての意向把握を目的に実
施しました。 

（２）調査方法 
■調査対象：大野市在住の 19 歳から 75 歳の市⺠、高校３年生 
■調査期間：令和２年 8 月 19 日から令和 2 年 9 月 20 日 
■調査主体：大野市 産経建設部 建築営繕課 （当時） 
■調査規模：配付 2,123 部、回収 一般：818 件（回収率 38％（818/2,123）） 

    学生：260 件（回収率 99％（260/262）） 
■調査精度：得られた調査結果が真の値（全数調査結果）の±５％にある確率が 95％

（100 回調査中 95 回）以上（全体集計のみ） 

 
（３）調査結果 

【今後のまちづくりのために重要なこと】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

60 歳以上が
多く選択 

幅広い世代が選択 
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【今後の住宅用地】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【土地利用の規制や誘導】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

幅広い世代が選択 

若い世代ほど選択
する割合が高い 
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【道路・交通施設の整備など】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

幅広い世代が選択 

特に 70 歳以
上が多く選択 

40 歳未満に限ると
３番目に高い割合 
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【大野ＩＣおよび荒島ＩＣ周辺の土地利用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

今後の荒島ＩＣ周辺の土地利用 

今後の大野ＩＣ周辺の土地利用 

特に 60 歳以
上が多く選択 

特に 40 歳未満が多く選択 特に 40 歳代が多く選択 

特に 30 歳未満が多く選択 

幅広い世代が選択 
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【九頭⻯ＩＣおよび２つのハーフＩＣ周辺の土地利用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

他の２つのハーフＩＣ周辺／勝原地区、下山地区の土地利用 

今後の九頭竜ＩＣ周辺の土地利用 

幅広い世代
が選択 

若い世代ほど選択
する割合が高い 

特に 40 歳未
満が多く選択 幅広い世代が選択 

幅広い世代が選択 

幅広い世代が選択 
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【公園・緑地の整備など】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

幅広い世
代が選択 

60 歳未満の
世代が選択 

特に 30 歳代、40
歳代の子育て世代
が多く選択 
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【景観づくり】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

幅広い世
代が選択 

特に若い
世代が多
く選択 

特に 30 歳以上 
60 歳未満が 

多く選択 

特に 30 歳未満の
若い世代が 
多く選択 
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【新しい生活様式】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

幅広い世
代が選択 

特に 50 歳代、60
歳代が多く選択 

特に 50 歳代
が多く選択 
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【10 年後の大野市】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【まちづくりへの参加について】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

特に 40 歳未満の
若い世代が選択 

特に 50 歳以
上が選択 

特に 30 歳未満
の若者が選択 

全世代で最も選択されてお
り、高齢世代ほど多く選択 若い世代ほど多く選択 
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○「分野別の都市づくりの方針」と「地域づくりの方針」の関係一覧表 
全市的な方針を示す「分野別の都市づくりの方針」と３つの地域における方針を示す「地域づく

りの方針」の関係性を表した一覧表です。 
表の中の丸（○）は、地域づくりの方針を決める上で、市として優先すべきと考える事項で、丸

の着色（●）は各地区との意見交換会で出された地域としても関心があることや重要だと考えてい
る事項を表しています。 

なお、「地域づくりの方針」は、「分野別の都市づくりの方針」の記載内容を地域特性に応じた表
現に変えて、都市づくりの方針を記載しています。 

 
  

 地域別 
  市街地 田園集落 山間 

分 
野 
別 
の 
都 
市 
づ 
く 
り 
の 
方 
針 

１．土地利用の方針     
 ・暮らし続けることができるコンパクトなまちづくり ●     
 ・田園集落のコミュニティと田園景観の維持   ● 〇 
 ・豊かな自然環境の保全とまちづくりへの活用     ● 
 ・中部縦貫自動車道や北陸新幹線の整備をまちの活力につなげる ● ● ● 
 ・土地や公共施設の有効活用 〇 〇 〇 
２．交通ネットワークづくりの方針     
 ・広域的な連携を強化する幹線道路の整備促進   ● 〇 
 ・市街地ゾーンと各拠点を連絡する道路や生活道路の整備、維持   〇 〇 
 ・徒歩や自転車で移動しやすい道路ネットワークの形成 〇 〇   
 ・公共交通の維持と機能強化 ● ● ● 
 ・観光客の回遊性を高める交通システムの構築   ● ● 
 ・⻑期未着手都市計画道路の見直し 〇     
３．公園・緑地づくりの方針     
 ・大野市の個性、特徴となる公園・緑地の保全、魅力の向上 〇 〇 ● 
 ・市街地における暮らしを豊かにする公園・緑地の確保、適切な維持管理 〇     
４．景観づくりの方針     
 ・歴史文化が感じられるまち並み景観の保全、整備 ●     
 ・盆地を縁取る山並み景観、農村景観の保全、演出   〇 ● 
 ・美しい星空の保護・保全   〇   
５．災害に強いまちづくりの方針     
 ・自然災害に対応する土地利用の方針 〇     
 ・防災力の向上 〇 ● 〇 
 ・自助・共助による取り組みの推進 〇 〇 〇 
６．健全な水循環によるまちづくりの方針     
 ・水循環に配慮した土地利用の方針   ● ● 
 ・水を生かしたまちづくりの推進 〇 〇   
 ・水の安定供給と河川や水路の水質保全 〇     
７．脱炭素型社会に向けたまちづくりの方針     
 ・都市機能の配置と公共交通の連携、利用促進 〇 〇   
 ・公共施設における脱炭素化の推進 〇 〇   
 ・都市計画による脱炭素まちづくりの検討   ● 〇 
 ・住宅等の脱炭素化の促進 〇     
 ・環境に優しい観光推進の検討 〇   〇 
８．「健幸」で住み続けられるまちづくりの方針     
 ・子育てしやすいまちづくりの推進 〇 ●   
 ・すべての人の「健幸」を支える安全で快適な都市空間の形成 〇     
 ・移動制約者が歩いて暮らせる環境づくり   ● ● 
 ・多様な主体の参画と連携による移動手段の確保   ● ● 
 ・未来技術でニューノーマルに対応するまちづくり 〇 ● 〇    
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○改訂経緯 
 

１.改訂の経緯 
 

年月日 開催事項 主な議題 

令和２年 
2020 年 

７月 14 日 第１回大野市都市マスタープラン改訂委員会 改訂・市⺠意向調査について 

８月〜９月 市⺠意向調査（市⺠アンケート）  

11 月 17 日 第２回大野市都市マスタープラン改訂委員会 現マスタープランの検証と課題の抽出につ
いて 

令和３年 
2021 年 

６月 24 日 第３回大野市都市マスタープラン改訂委員会 
将来都市像について 
分野別の都市づくりの方針について 

８月４日 令和３年度第１回大野市都市計画審議会 
将来都市像について 
分野別の都市づくりの方針について 

９月〜10 月 地区別意見交換会（９地区）  

令和４年 
2022 年 

２月 24 日 第４回大野市都市マスタープラン改訂委員会 
地域別構想について 
実現化方策について 

６月６日 第５回大野市都市マスタープラン改訂委員会 改訂大野市都市マスタープラン（素案）に
ついて 

７月１日 令和４年度第１回大野市都市計画審議会 改訂大野市都市マスタープラン（素案）に
ついて 

９月１日〜 
９月 30 日 

パブリックコメント 改訂大野市都市マスタープラン（案）につ
いて 

10 月 28 日 
第６回大野市都市マスタープラン改訂委員会 
（書面による開催） 

パブリックコメントの結果について 
改訂大野市都市マスタープラン（案）につ
いて 

11 月 22 日 令和４年度第２回大野市都市計画審議会 
パブリックコメントの結果について 
改訂大野市都市マスタープラン（案）につ
いて 

12 月 27 日 庁議 改訂大野市都市マスタープランの策定 
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２.大野市都市マスタープラン改訂委員会委員名簿 

 
選出区分 所属 役職 氏名 

学識 福井大学工学部建築建設工学科 教授 野嶋 慎二 （委員⻑） 

学識 福井県⽴大学経済学部経済学科 教授 堀田 学 （副委員⻑） 

団体 

福井建築士会大野支部 会員 横田 憲一 

大野商工会議所 経営指導員 嶋田 優子 

大野市農業委員会 会⻑ 田中 豊実 

大野市文化財保護審議会 委員 加藤 守男（第１回） 
高津 琴博（第２回〜６回） 

大野市景観協議会 委員 宮下 麻衣子 

大野市⻘年会議所 理事⻑ 松井 孝浩 

公募 
  脇本 正則 

  中村 和幸 

行政 奥越土木事務所 所⻑ 岡 雄樹（第１回〜４回） 
増田 幹雄（第 5 回〜第６回） 

オブザーバー 福井県土木部都市計画課 主任 川下 将克（第１回〜２回） 
山本 学（第３回〜６回） 

 
 


